
旅券手数料が減額改定について 

 

令和 8 年 7 月 1 日以降の申請分から旅券手数料が減額改定されます。 

 

〇令和 8 年 7 月１日以降は、18 歳以上は 5 年旅券を申請できません。 

 また、18 歳未満は残存有効期間同一旅券を申請できません。 

 

〇上記の改定に伴い、7 月 1 日以降の申請が大幅に増加し、県内旅券事務所の混

雑が予想されます。７月 1 日以降の申請については、電子申請・窓口申請共

に、申請受理日から交付まで約 3 週間（通常は約 2 週間）となる見込みです。

7 月に海外渡航を予定している方は、6 月までに旅券を受け取れるよう、十分

な時間的余裕を持って申請してください。 

 

【問い合わせ先】 

島根県パスポートセンター TEL 0852-27-8686 

 

【外務省 Web サイト】 

旅券手数料改定 関連情報｜外務省 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/pagew_000001_02493.html

